
平成16年８月10日� （６）

ナ
シ
や
シ
ク
ラ
メ
ン
を
デ
ザ
イ
ン

農
業
特
産
物
ネ
ク
タ
イ
を
販
売
し
ま
す

町
で
は
、
農
業
特
産
物
を
広
く
Ｐ
Ｒ

す
る
た
め
、
ナ
シ
や
シ
ク
ラ
メ
ン
を
デ

ザ
イ
ン
し
た
「
農
業
特
産
物
広
報
用
ネ

ク
タ
イ
」
を
こ
の
ほ
ど
作
製
し
、
販
売

す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

ネ
ク
タ
イ
を
通
じ
て
明
和
町
の
特
産

物
を
紹
介
で
き
ま
す
の
で
、
着
用
や
贈

答
用
な
ど
と
し
て
、
ぜ
ひ
お
買
い
求
め

く
だ
さ
い
。

◇
販
売
開
始
日

８
月
10
日
�
（
先
着
　

順
に
販
売
し
ま
す
）

◇
種
類

シ
ル
ク
１
０
０
％
　
　
　
　

４
柄

ポ
リ
エ
ス
テ
ル
１
０
０
％
　

４
柄

◇
販
売
価
格
（
消
費
税
込
み
・
１
本
）

シ
ル
ク

２
、
８
０
０
円

ポ
リ
エ
ス
テ
ル
　

１
、
７
０
０
円

◇
販
売
場
所

役
場
経
済
課
、
ふ
る
さ

と
産
業
文
化
館

策
定
懇
談
会
委
員
を
募
集
し
ま
す

「
障
害
者
基
本
計
画
」づ
く
り
に
参
加
を

町
で
は
障
害
の
あ
る
人
が
、
地
域
の

中
で
自
分
ら
し
く
暮
ら
し
て
い
く
社
会

を
め
ざ
す
、
ノ
ー
マ
ラ
イ
ゼ
ー
シ
ョ
ン

の
理
念
の
実
現
に
向
け
、
新
し
い
障
害

者
計
画
を
策
定
し
ま
す
。

支
援
費
制
度
の
ス
タ
ー
ト
か
ら
一
年

た
ち
、
障
害
者
を
取
り
巻
く
環
境
が
変

化
す
る
今
、
関
係
機
関
や
一
般
住
民
の

積
極
的
参
加
を
得
な
が
ら
、
町
民
の
ニ

ー
ズ
を
計
画
に
反
映
さ
せ
る
た
め
に
、

さ
ま
ざ
ま
な
施
策
を
検
討
し
福
祉
を
具

体
的
に
推
進
し
て
い
き
ま
す
の
で
、
関

心
の
あ
る
か
た
は
、
奮
っ
て
ご
応
募
く

だ
さ
い
。

◇
募
集
人
員

３
人
以
内

◇
応
募
資
格

次
の
�
か
ら
�
の
条
件

を
満
た
す
か
た

�
明
和
町
に
在
住
す
る
18
歳
以
上
の

か
た

�
障
害
者
計
画
に
関
心
と
意
欲
を
お

持
ち
の
か
た

�
懇
談
会
の
会
議
に
出
席
可
能
な
か

た
◇
活
動
内
容

計
画
策
定
に
関
す
る
協

議
、
ま
た
、
計
画
原
案
を
審
議
し
、

計
画
を
総
合
的
に
推
進
す
る
方
策
を

提
言
す
る
。

◇
任
期

計
画
策
定
日
ま
で

◇
応
募
方
法

電
話
ま
た
は
直
接
、
保

健
福
祉
課
に
、
次
の
内
容
で
お
申
し

込
み
く
だ
さ
い
。
Ａ
住
所
　
Ｂ
氏
名

Ｃ
性
別

Ｄ
年
齢
　
Ｅ
電
話
番
号

◇
申
込
期
限

８
月
31
日
�

国
民
年
金
保
険
料

保
険
料
の
納
付
が
免
除
さ
れ
ま
す

国
民
年
金
に
は
、
所
得
が
少
な
く
、

保
険
料
を
納
付
す
る
す
る
こ
と
が
困
難

な
場
合
に
、
一
定
の
基
準
に
よ
り
保
険

料
の
納
付
が
免
除
さ
れ
る
制
度
が
あ
り

ま
す
。

●
法
定
免
除
　

生
活
保
護
法
の
生
活
扶
助
や
障
害
年

金
を
受
け
て
い
る
か
た
は
、
届
出
を
す

れ
ば
納
付
の
免
除
が
受
け
ら
れ
ま
す
。

（
障
害
年
金
の
等
級
に
よ
っ
て
該
当
し

な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
）

●
申
請
免
除

本
人
、
配
偶
者
、
世
帯
主
の
前
年
の

所
得
を
基
準
に
審
査
が
行
わ
れ
、
承
認

さ
れ
る
と
保
険
料
の
全
額
ま
た
は
半
額

の
納
付
が
免
除
と
な
り
ま
す
。
半
額
免

除
が
承
認
さ
れ
た
場
合
に
は
、
残
り
の

半
額
を
納
付
し
な
い
と
未
納
と
同
じ
扱

い
に
な
り
ま
す
。

法
定
免
除
や
申
請
免
除
を
受
け
た
期

間
は
、
将
来
老
齢
基
礎
年
金
の
年
金
額

を
計
算
す
る
と
き
に
、
保
険
料
を
納
付

し
た
場
合
の
３
分
の
１
（
半
額
免
除
は

３
分
の
２
）
で
計
算
さ
れ
ま
す
。
そ
こ

で
、
免
除
さ
れ
た
期
間
の
保
険
料
を
後

か
ら
納
付
す
る
「
追
納
」
を
お
勧
め
し

ま
す
。
追
納
す
る
場
合
、
免
除
を
受
け

て
か
ら
10
年
以
内
で
あ
れ
ば
納
付
す
る

こ
と
が
で
き
ま
す
が
、
保
険
料
は
３
年

目
以
降
、
経
過
し
た
年
数
に
よ
っ
て
加

算
さ
れ
た
額
に
な
り
ま
す
。

●
学
生
納
付
特
例
制
度

学
生
本
人
の
所
得
が
一
定
以
下
の
場

合
、
申
請
し
承
認
を
受
け
る
と
、
学
生

期
間
中
の
保
険
料
の
納
付
が
猶
予
さ
れ

ま
す
。
学
生
納
付
特
例
を
受
け
た
期
間

に
つ
い
て
は
、
年
金
額
に
は
反
映
さ
れ

ま
せ
ん
。
満
額
の
老
齢
基
礎
年
金
を
受

け
る
た
め
に
は
、
追
納
す
る
こ
と
が
必

要
で
す
。

経
済
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①�
②� ③� ④�

①.③シクラメンと明和のロゴ�
　　 をデザイン�

②.④ナシの花と実をデザイン�

保
健
福
祉
課
（
老
人
福
祉
セ
ン
タ
ー�

内
）
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